
令和５ 年８ 月７ 日 （月） 関市 農業 委 員会総 会  

場所： 関市 役所  ６階大 会議 室  

 令和 ５年 ８月 ７ 日（月 曜日 ）午 前 ９時３ ０分  開 会  

 

農業委 員会 総会  

（１） 議案 第１ 号  農地 法第 ３条 の 規定に よる 許可 申 請につ いて  

（２） 議案 第２ 号  農地 法第 ４条 第 １項の 規定 によ る 許可申 請に 対す る 意見に

ついて  

（３） 議案 第３ 号  農地 法第 ５条 第 １項の 規定 によ る 許可申 請に 対す る 意見に

ついて  

（４） 議案 第４ 号  農地 の買 受適 格 証明の 対す る意 見 につい て  

（５） 議案 第５ 号  農用 地利 用集 積 計画の 承認 につ い て  

（６） 報告 第１ 号  荒廃 農地 調査 に 伴う農 地・ 非農 地 の判断 につ いて  

 

○出席 委員 （１ ９ 名）   

１番  安田  美 雄  君   ２ 番  河 村  清 孝  君   ３番  丹羽  英 治  君  

４番  吉田  忠 男  君   ５ 番  和 田  ひ とみ  君  ６番  鵜飼  秀 樹  君           

７番  林  百恵  君    ８ 番  後 藤  信 一  君   ９番  尾口  文 良  君  

１０番  松 永  佳 己  君  １ １番  足立  宜穗  君  １２番  後 藤  一 夫  君  

１３番  亀 山  良 平  君  １ ４番  森  種 生  君   １５番  池 田  政 𠮷  君    

１６番  長 尾  始  君   １ ７番  山田  達史  君  １８番  日 置  香   君   

１９番  田 下  喜 代  君       

 

 

 

○委員 以外 の出 席 者  

農業委 員会 事務 局 長  山 岡  透  君      

農業委 員会 事務 局 課長補 佐  山田  牧広  君  

農業委 員会 事務 局 主任主 査  武藤  好人  君   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

○農業 委員 会事 務 局長（ 山岡  透  君）    

定刻と なり まし た ので、 農業 委員 会 総会を 始め させ て いただ きま す。  

それで は、 丹羽 会 長より ご挨 拶を お 願いし ます 。  

 

〇議長 （丹 羽  英 治  君 ）  

（  会 長あ いさ つ  ）  

 

○農業 委員 会事 務 局長（ 山岡  透  君）      

ありが とう ござ い ました 。そ れで は 、本日 の欠 席委 員 の報告 をさ せて い ただき

ます。 本日 、欠 席 委員は ござ いま せ ん。  

それで は、 議案 の 審議を お願 いし ま す。  

 

〇議長 （丹 羽  英 治  君 ）  

ただ今 から 、関 市 農業委 員会 総会 を 開催し ます 。  

会議規 則第 ８条 の 規定に より 、過 半 数の委 員の 出席 に より、 総会 は成 立 してい

ます。  

次に、 議事 録署 名 委員の 指名 を行 い ます。  

５番  和田 委員 、 ６番  鵜飼 委員 の お二人 にお 願い し ます。  

これよ り、 議案 の 審議に 入り ます 。  

 

議案第 １号  農 地 法第３ 条の 規定 に よる許 可申 請に つ いて  を議 題と し ます。  

事務局 の説 明を 求 めます 。  

 

○農業 委員 会事 務 局課長 補佐 （山 田  牧広  君 ）    

議案第 １号  農 地 法第３ 条の 規定 に よる許 可申 請に つ いて  

農地法 第３ 条の 規 定によ り、 下記 農 地の申 請が あり ま したの で審 議を 求 めると

いうも ので す。 議 案は、 １ペ ージ に なりま す。   

 

１番の 案件  

位置図 は１ ペー ジ になり ます 。  

申請地 は、 田原 グ ランド から 北に １ ４０ｍ に位 置す る 、  

農振農 用地 区域 外 の登記 ・現 況地 目  畑  ２， ３４ ８ ㎡。  

申請の 目的 は、 所 有権移 転で す。  

譲渡人 は 、相 続で 当該農 地を 取得 し ました が 、農 業経 験が無 く 、農 地の 維持管 理

が困難 な為 、譲 受 人の要 望に 応え る という もの 。  

譲受人 は 、数 年前 から農 業に 興味 を 持ち 、現 在は 自身 が役員 を務 める 会 社の所 有

する宅 地に 、作土 を投入 し 、野 菜を 栽培し てい ます 。より多 くの 野菜 を 栽培し て

いきた い  とい う もので ござ いま す 。  

提出さ れま した 営 農計画 書を 、お 配 りさせ てい ただ き ました 。  

２枚目 には 野菜 の 栽培日 程が 記さ れ ていま す 。多 様な 野菜を 栽培 して い きたい と

いう内 容に なっ て います 。  

 

２番の 案件  

位置図 は２ ペ ー ジ になり ます 。  

申請地 は、 志津 野 転作促 進技 術研 修 センタ ーか ら北 東 に４０ ０ｍ に位 置 する、  

農振農 用地 区域 内 の登記 地目  田  現況地 目  畑  ５ ５０㎡ 。  

申請の 目的 は、 使 用貸借 です 。  

使用貸 人は 、使 用 借人の 要望 に応 え るとい うも の。  

使用借 人は 、自社 農場の 作業 が必 要 となる ため 申請 地 を借り 受け ると い うもの で

ござい ます 。  



現在 、申 請地 周辺 の農地 につ きま し ても 、使 用借 人が 使用貸 人よ り 、３ 条の使 用

貸借に より 農地 を 借り受 けて 、畑 地 として 利用 され て います 。  

今回の 申請 によ り 、畑地 とし て一 体 的な利 用を した い という もの であ り ます。  

 

３番の 案件  

位置図 は３ ペー ジ になり ます 。  

申請地 は、 市立 南 ヶ丘小 学校 から 南 に３３ ０ｍ に位 置 する、  

農振農 用地 区域 外 の登記 地目  田  現況地 目  畑  ９ ９８㎡  

登記・ 現況 地目  畑  ２ ５７ ㎡  ２ 筆合計  １ ２５ ５ ㎡。  

申請の 目的 は、 所 有権移 転で す。  

譲渡人 は 、農 地を 耕作・維 持し てい くこと が困 難に な ったた め 、売 却し たいと い

うもの 。  

譲受人 は 、申 請地 に隣接 する 農地 を 所有し てい る為 、買い受 けた いと い うもの で

ござい ます 。  

 

４番の 案件  

議案は ２ペ ージ 、 位置図 は４ ペー ジ になり ます 。  

申請地 は、 市立 西 部保育 園か ら南 東 に１２ ０ｍ に位 置 する、  

農振農 用地 区域 外 の登記 ・現 況地 目  畑  ２筆  ３ ３ ４㎡。  

申請の 目的 は、 所 有権移 転で す。  

譲渡人 は、 譲受 人 の要望 に応 える と いうも の。  

譲 受人 は 、 自宅 に 隣 接す る 、 畑を 取 得 し農 業 を した い と いう も の でご ざ い ます 。 

提出さ れま した 営 農計画 書を 、お 配 りさせ てい ただ き ました 。  

自家消 費用 の野 菜 を栽培 した いと い うもの でご ざい ま す。  

 

５番の 案件  

位置図 は５ ペー ジ になり ます 。  

申請地 は、 側島 公 民館か ら西 に１ ８ ０ｍに 位置 する 、  

農振農 用地 区域 外 の登記 ・現 況地 目  畑  ２７ ４㎡ 。  

申請の 目的 は、 所 有権移 転で す。  

譲渡人 は 、市 外に 居住し てお り 、農 地の維 持管 理が 困 難な為 、売却 した いとい う

もの。  

譲受人 は 、申 請地 に隣接 する 空き 家 ととも に 、農 地を 購入し 、農業 を始 めたい と

いうも ので ござ い ます。  

提出さ れま した 営 農計画 書を 、お 配 りさせ てい ただ き ました 。  

自家消 費用 の野 菜 を栽培 した いと い うもの でご ざい ま す。  

以上５ 件に つい て 、ご審 議お 願い し ます。  

 

〇議長 （丹 羽  英 治  君 ）    

事務局 の説 明が 終 わりま した 。  

続きま して 、各 担 当地区 の委 員の 補 足説明 があ りま し たら、 ご発 言を お 願いい

たしま す。 地域 順 に私の 方か ら、 ご 指名さ せて いた だ きます ので 、お 願 いしま

す。  

また、 質疑 につ き まして は、 補足 説 明の後 に、 全体 の 場でお 願い いた し ます。  

１番の 案件 につ き まして 、河 村委 員 、ござ いま すか 。  

 

〇２番 （河 村  清 孝  君 ）  

ござい ませ んが 、 ただ、 今、 酪農 家 が必要 作物 で牧 草 を作っ てみ える 所 で、こ

こら辺 一帯 は畑 床 であり ます ので 、 申請さ れま した 方 の計画 書が 出て お ります

が、維 持管 理、 雑 草等の 管理 を、 切 にお願 いし たい な という ふう に思 っ ており



 

 

ます。 売ら れる 方 も、当 家は 誰も お りませ んの で、 娘 さんで すが 、維 持 管理は

大変難 しい と思 い ますの で、 そこ は いいか なと 思い ま すので 、お 願い い たしま

す。  

 

〇議長 （丹 羽  英 治  君 ）  

ありが とう ござ い ました 。２ 番の 案 件につ きま して 、 私の担 当地 区に な ります

が、特 にご ざい ま せん。  

 

〇１番 （安 田  美 雄  君 ）  

森委員 はど うで す か。１ 番の 案件 で すが。  

 

〇１４ 番（ 森  種 生  君 ）  

事前に 資料 をも ら ってい ませ んが 。  

 

〇農業 委員 会事 務 局課長 補佐 （山 田  牧広  君 ）  

今回資 料を 送ら せ てもら った のは 、 田原の 委員 さん だ けです 。  

 

〇１番 （安 田  美 雄  君 ）  

前は両 方の 委員 さ んから 意見 があ っ たと思 うの です が 。  

 

〇農業 委員 会事 務 局課長 補佐 （山 田  牧広  君 ）  

取得さ れる 農地 の 委員さ んに 送ら せ てもら って いま す 。  

 

〇１番 （安 田  美 雄  君 ）  

分かり まし た。  

 

〇議長 （丹 羽  英 治  君 ）  

３番の 案件 につ き まして 、後 藤  信 一委員 、ご ざい ま すか。  

 

〇８番 （後 藤  信 一  君 ）  

小さな 田と いい ま すか、 山に 囲ま れ た、山 水が 流れ て きて、 とて も畑 を 作って

みえる 様子 では あ りませ ん。 田も 沼 田のよ うな 形で 、 耕作さ れて いた 形 跡は見

られま せん 。ま た 、ここ の売 却さ れ る方は 、聞 くと こ ろによ ると 、息 子 さんが

今年亡 くな られ た という こと で、 営 農が続 けら れな い と聞い てお りま す 。その

ような こと で、 申 請はや むな しと 思 います 。  

 

〇議長 （丹 羽  英 治  君 ）  

ありが とう ござ い ます。 ４番 の案 件 につき まし て、 亀 山委員 、ご ざい ま すか。  

 

〇１３ 番（ 亀山  良平  君）  

問題あ りま せん 。  

 

〇議長 （丹 羽  英 治  君 ）  

ありが とう ござ い ます。 ５番 の案 件 につき まし て、 森 委員、 ござ いま す か。  

 

〇１４ 番（ 森  種 生  君 ）  

問題あ りま せん 。  

 

〇議長 （丹 羽  英 治  君 ）  

ありが とう ござ い ます。 これ より 質 疑を行 いま す。 質 疑のあ る方 はご ざ いま せ  



んか。 安田 委員 さ んどう ぞ。  

 

〇１番 （安 田  美 雄  君 ）  

新規就 農が ３件 出 ており ます が、 我 々とし ては 、地 区 担当で はあ りま せ んの

で、今 日初 めて 営 農計画 を見 まし た が、こ のと おり や られる とい うこ と で、い

つもの 案件 です と 、担当 地区 の担 当 者にし か資 料が 行 ってい ない とい う ことで

すが、 新規 就農 の 方がこ れだ けの 農 業がで きて 、土 地 を保有 する とい う こと

を、こ の段 階で 賛 成か反 対か 判断 し ないと いけ ない わ けです が、 私が 申 し上げ

たいこ とは 、申 請 の前に 、営 農計 画 などは 事前 に配 布 しても らわ ない と 、ここ

で判断 しな いと い けない わけ です か ら。そ れと 、経 営 面積と いう 欄で す が、全

くござ いま せん 。 こうい った とこ ろ に、許 可要 件と な ってい る農 業従 事 日数

や、地 域と の関 係 などを ここ に書 い てもら った ほう が 、私た ちは 判断 で きるじ

ゃない かと 思い ま して、 提案 させ て いただ きま す。 他 の５条 関係 です と 、誓約

書や完 了届 を出 し ていま すが 、本 当 にこの とお りや ら れるか どう かと い うこと

があり ます ので 、 いわゆ る着 手届 を 出して もら うよ う な方法 を検 討し て もらう

と良い かと 思い ま す。と いい ます の も、私 の地 区で も ３年経 って も、 未 だに着

工され てい ない 、 前の地 主の 方が 作 ってい ると いう こ とがあ りま す。 資 産保有

目的な どが 私の 地 区でも あり ます の で、そ うい った こ と を排 除す るた め にもお

願いし ます 。  

２番の 案件 です が 、この 写真 を見 ま すと、 茶色 の農 地 があり ます 。こ う いう農

地はど うい った 状 態かと いい ます と 、５条 で出 てい ま すね。 これ との 関 連性を

説明し ても らい た いと思 いま す。 そ れと、 新規 就農 で ５番も あり ます が 、これ

につい ても 端的 に 申し上 げま すと 、 譲受人 はア パー ト に住ん でお られ て 、就農

したい とい うこ と しか分 かり ませ ん 。営農 計画 を見 ま すと、 空き 家を 買 ってそ

こに住 むと あり ま すので 、経 営面 積 という 欄が 無意 味 になっ てい るの で 、ここ

に空き 家を 買っ て 購入や 、年 間の 従 事日数 が出 ない と 、新規 就農 とし て 農業に

従事さ れる わけ で すが、 農地 を保 有 したい とい うス テ ータス みた いな も のを感

じられ ない ので 、 営農計 画を 見ま す と、確 かに 野菜 を 作ると いう こと で すが、

そうい った こと も 新規就 農の 理由 の ところ に書 いて も らえる とお 願い し たいで

す。  

 

〇議長 （丹 羽  英 治  君 ）  

ありが とう ござ い ました 。こ れに つ いて、 事務 局お 願 いしま す。  

 

〇農業 委員 会事 務 局課長 補佐 （山 田  牧広  君 ）  

新規就 農に 関す る 営農計 画書 の発 送 につい てで すが 、 この会 議の 場で 皆 さんに

お配り させ てい た だいて おり まし た が、議 案の 発送 の タイミ ング で送 ら せても

らえれ ばと 検討 さ せてい ただ きま す 。毎月 月末 に議 案 を発送 させ てい た だいて

おりま すが 、そ の タイミ ング で皆 さ んにお 配り でき れ ばと検 討さ せて い ただき

ます。 それ と、 議 案のほ うに 営農 日 数や、 営農 計画 の 新規就 農に 関す る 詳細に

つきま して は、 シ ステム の関 係も あ ります ので 、即 答 ができ ない のが 申 し訳な

いので すが 、で き るだけ 詳し く記 入 出来た らと 考え て おりま す。 その 方 向で検

討させ てい ただ き たいと 思い ます 。 議案の ３条 の２ 番 の案件 です が、 使 用借人

は業者 さん です が 、昨年 ４月 案件 で 、周辺 農地 一体 で 今回と 同様 の申 請 をされ

ており まし て、 土 壌改良 とい うこ と で、レ ンガ チッ プ を入れ られ て、 レ モンの

木を栽 培さ れて い るとい うこ とで す 。周辺 農地 につ い ては、 今回 と同 様 の申請

がされ てお りま し て、３ 条の 使用 貸 借と５ 条の 一時 転 用のほ うが 許可 が されて

いる状 況で す。 今 回、残 りの 一筆 に ついて 、使 用貸 借 と土壌 改良 の一 時 転用が

同時に 出さ れた と いうこ とで す。  

 



 

 

〇１番 （安 田  美 雄  君 ）  

備考欄 に５ 条の 申 請があ ると いう こ とを書 いて もら え ますか 。  

 

〇農業 委員 会事 務 局課長 補佐 （山 田  牧広  君 ）  

承知し まし た。  

 

〇議長 （丹 羽  英 治  君 ）  

他には よろ しい で しょう か。 質疑 も ないよ うで すの で 、これ より 議案 第 １号に

ついて 、番 号ご と に採決 いた しま す 。  

１番に つい て、 原 案のと おり 許可 す ること に、 賛成 の 方は挙 手願 いま す 。  

 

賛成多 数と 認め ま す。  

よって 、議 案第 １ 号 １番 は、 許可 す ること に決 しま し た。  

 

２番に つい て、 原 案のと おり 許可 す ること に、 賛成 の 方は挙 手願 いま す 。  

 

全会一 致と 認め ま す。  

よって 、議 案第 １ 号 ２番 は、 許可 す ること に決 しま し た。  

 

３番に つい て、 原 案のと おり 許可 す ること に、 賛成 の 方は挙 手願 いま す 。  

 

全会一 致と 認め ま す。  

よって 、議 案第 １ 号 ３番 は、 許可 す ること に決 しま し た。  

 

４番に つい て、 原 案のと おり 許可 す ること に、 賛成 の 方は挙 手願 いま す 。  

 

全会一 致と 認め ま す。  

よって 、議 案第 １ 号 ４番 は、 許可 す ること に決 しま し た。  

５番に つい て、 原 案のと おり 許可 す ること に、 賛成 の 方は挙 手願 いま す 。  

 

賛成多 数と 認め ま す。  

よって 、議 案第 １ 号 ５番 は、 許可 す ること に決 しま し た。  

 

続きま して 、議 案 第２号  農 地法 第 ４条第 １項 の規 定 による 許可 申請 に 対する

意見に つい てを 議 題とし ます 。事 務 局の説 明を 求め ま す。  

 

○農業 委員 会事 務 局課長 補佐 （山 田  牧広  君 ）    

議案第 ２号  農 地 法第４ 条第 １項 の 規定に よる 許可 申 請に対 する 意見 に ついて  

農地法 第４ 条の 規 定によ り、 下記 農 地の申 請が あり ま したの で意 見を 求 めると

いうも ので す。 議 案は、 ３ペ ージ か らにな りま す。  

 

１番の 案件  

位置図 は６ ペー ジ になり ます 。  

申請地 は市 立富 岡 小学校 から 西に ５ ００ｍ に位 置す る 、  

登記・ 現況 地目  田   ３筆  ９ ９ ７．４ ９㎡ 。  

農地の 区分 は、 用 途地域 にあ る農 地 のため 、第 ３種 農 地と考 えま す。  

転用の 目的 は  共 同住宅  （ １棟 ８ 戸）で ござ いま す 。  

申請人 は、申請 地 を相続 した が、耕 作が困 難な ため 、営農面 積を 縮小 し 、共同住

宅を建 築し 、家 賃 収入を 得た いと い うもの でご ざい ま す。  

７月１ ２日 に現 地 を確認 した とこ ろ 、農地 性あ りと 確 認して おり ます 。  



申請地 は、 第３ 種 農地で ある ため 、 転用は やむ を得 な いもの と考 えま す 。  

 

２番の 案件  

位置図 は７ ペー ジ になり ます 。  

申請地 は東 新東 公 園から 北西 に２ ０ ０ｍに 位置 する 、登記・現 況地 目  田  １ ３

０㎡。  

農地の 区分 は、 用 途地域 にあ る農 地 のため 、第 ３種 農 地と考 えま す。  

転用の 目的 は、 賃 貸住宅  （ ２棟 ） でござ いま す。  

申請人 は、 申請 地 に賃貸 住宅 を建 築 し、経 営し たい と いうも ので ござ い ます。  

７月１ ２日 に現 地 を確認 した とこ ろ 、農地 性あ りと 確 認して おり ます 。  

申請地 は、 第３ 種 農地で ある ため 、 転用は やむ を得 な いもの と考 えま す 。  

 

３番の 案件  

位置図 は８ ペー ジ になり ます 。  

申請地 は、 新富 津 橋から 南に ３０ ０ ｍに位 置す る、  

登記地 目  畑  現 況地目  宅 地  ５ ６３㎡ 。  

農地の 区分 は 、概 ね１０ ｈａ 以上 の 一団の 農地 区域 内 の農地 であ るた め 、第 １種

農地と 考え ます 。  

転用の 目的 は、 一 般個人 住宅 ・作 業 場・車 庫・ 庭で ご ざいま す。  

申請人 は、 申請 地 を住宅 用敷 地と し て利用 した いと い うもの でご ざい ま す。  

７月１ ２日 に現 地 を確認 した とこ ろ 、住 宅用 敷地 とし て利用 され てお り 、始 末書

が添付 され てい ま す。  

申請地 は 、第 １種 農地で ある ため 、原則と して 許可 は できま せん が 、集 落に接 続

してお り、 農地 転 用の制 限の 例外 基 準を満 たす もの と 考えま す。  

 

４番の 案件  

議案は ４ペ ージ 、 位置図 は９ ペー ジ になり ます 。  

申請地 は、 神野 橋 から北 に８ ００ ｍ に位置 する 、  

登記・ 現況 地目  田  ２ ５９ ㎡。  

農地の 区分 は 、関 農 業振 興地 域整 備 計画区 域内 の農 地 のため 、農振 農用 地とな り

ます。  

転用の 目的 は、 農 地の嵩 上げ  （ 一 時転用 ）で ござ い ます。  

申請人 は 、水 はけ が悪い 申請 地を 盛 土し 、畑 地と して 利用し たい とい う もので ご

ざいま す。  

７月１ ２日 に現 地 を確認 した とこ ろ 、農地 性あ りと 確 認して おり ます 。  

申請地 は 、農 振農 用地で ある ため 、原則不 許可 であ り ますが 、一時 転用 である た

め、農 地転 用の 制 限の例 外基 準を 満 たすも のと 考え ま す。  

 

５番の 案件  

位置図 は１ ０ペ ー ジにな りま す。  

申請地 は、 小瀬 南 公民セ ンタ ーか ら 北に１ ８０ ｍに 位 置する 、  

登記地 目  畑  現 況地目  宅 地  １ ００㎡ 。  

農地の 区分 は、住 宅、事 業施 設、公 共・公 益的 施設 等 が連た んし てい る 区域に 近

接する 、１ ０ｈ ａ 未満の 農地 の区 域 内であ る為 、第 ２ 種農地 と考 えま す 。  

転用の 目的 は、 一 般個人 住宅 でご ざ います 。  

申請人 は 、家 族が 増え手 狭に なっ た ため 、住 居の 増築 し、住宅 用庭 を拡 張した い

という もの でご ざ います 。  

７月１ ２日 に現 地 を確認 した とこ ろ 、宅 地と して 利用 されて おり 、始末 書が添 付

されて いま す。  

申請地 は 、第 ２種 農地で ある ため 、代替地 性に つい て 検討し た結 果 、他 に事業 の



 

 

目的を 達成 する こ とが出 来る 土地 が ないた め 、転 用は やむを 得な いも の と考え ま

す。  

 

以上、 ５件 につ い てご審 議を お願 い します 。  

 

〇議長 （丹 羽  英 治  君 ）  

事務局 の説 明が 終 わりま した 。  

続きま して 、各 地 域の担 当委 員の 補 足説明 があ りま し たら、 ご発 言お 願 いいた

します 。１ 番と ２ 番の案 件に つき ま して、 安田 委員 、 ござい ます か。  

 

〇１番 （安 田  美 雄  君 ）  

特に意 見は ござ い ません が、 １番 の 案件で すが 、出 入 口に街 路樹 が植 わ ってい

たり、 縁石 があ っ たりで 道路 管理 者 との調 整で 、工 事 の着工 が遅 れる こ とが懸

念され ます が、 余 分なこ とで すが 、 思いま した 。以 上 です。  

 

〇議長 （丹 羽  英 治  君 ）  

ありが とう ござ い ました 。３ 番の 案 件につ きま して 、 河村委 員、 ござ い ます

か。  

 

〇２番 （河 村  清 孝  君 ）  

今まで 、農 転が か かって いな かっ た という こと です が 、始末 書も 出さ れ たとい

うこと です ので 、 住居と して お願 い したい と思 いま す 。  

 

〇議長 （丹 羽  英 治  君 ）  

ありが とう ござ い ました 。４ 番の 案 件につ きま して 、 私の担 当地 区に な りま

す。  

現場を 見ま した が 、特に 問題 はあ り ません 。  

５番の 案件 につ き まして 、足 立委 員 、ござ いま すか 。  

 

〇１１ 番（ 足立  宜穗  君）  

特にご ざい ませ ん 。  

 

〇議長 （丹 羽  英 治  君 ）    

これよ り質 疑を 行 います 。質 疑の あ る方は ござ いま せ んか。  

（  無  し  ）  

 

質疑も ない よう で すので 、こ れよ り 、 議案 第２ 号に つ いて、 番号 ごと に 採決い

たしま す。  

１番に つい て、 原 案のと おり 岐阜 県 知事に 進達 する こ とに、  

賛成の 方は 挙手 願 います 。  

 

全会一 致と 認め ま す。  

よって 、議 案第 ２ 号 １番 は、 岐阜 県 知事に 進達 する こ とに決 しま した 。  

 

２番に つい て、 原 案のと おり 岐阜 県 知事に 進達 する こ とに、  

賛成の 方は 挙手 願 います 。  

 

全会一 致と 認め ま す。  

よって 、議 案第 ２ 号 ２番 は、 岐阜 県 知事に 進達 する こ とに決 しま した 。  

 



３番に つい て、 原 案のと おり 岐阜 県 知事に 進達 する こ とに、  

賛成の 方は 挙手 願 います 。  

 

全会一 致と 認め ま す。  

よって 、議 案第 ２ 号 ３番 は、 岐阜 県 知事に 進達 する こ とに決 しま した 。  

 

４番に つい て、 原 案のと おり 岐阜 県 知事に 進達 する こ とに、  

賛成の 方は 挙手 願 います 。  

 

全会一 致と 認 め ま す。  

よって 、議 案第 ２ 号 ４番 は、 岐阜 県 知事に 進達 する こ とに決 しま した 。  

 

５番に つい て、 原 案のと おり 岐阜 県 知事に 進達 する こ とに、  

賛成の 方は 挙手 願 います 。  

 

全会一 致と 認め ま す。  

よって 、議 案第 ２ 号 ５番 は、 岐阜 県 知事に 進達 する こ とに決 しま した 。  

 

続きま して 、議 案 第３号  農 地法 第 ５条第 １項 の規 定 による 許可 申請 に 対する

意見に つい てを 議 題とし ます 。  

事務局 の説 明を 求 めます 。  

 

○農業 委員 会事 務 局課長 補佐 （山 田  牧広  君 ）    

議案第 ３号  農 地 法第５ 条第 １項 の 規定に よる 許可 申 請に対 する 意見 に ついて  

農地法 第５ 条の 規 定によ り、 下記 農 地の申 請が あり ま したの で、 意見 を 求める

という もの です 。 議案は 、５ ペー ジ からに なり ます 。  

 

１番の 案件  

位置図 は１ １ペ ー ジにな りま す。  

申請地 は、 大杉 公 民館か ら北 西に ２ ４０ｍ に位 置す る 、  

登記地 目  畑  現 況地目  宅 地  ３ ５㎡。  

農地の 区分 は 、概 ね１０ ｈａ 以上 の 一団の 農地 区域 内 の農地 であ るた め 、第 １種

農地と 考え ます 。  

転用の 目的 は、 一 般個人 住宅  （ 庭 ）でご ざい ます 。  

譲渡人 は、 譲受 人 の要望 に応 える と いうも の。  

譲受人 は、 申請 地 西側の 隣接 地に 居 住して おり 、申 請 地を一 体的 に利 用 したい   

という もの でご ざ います 。  

７月１ ２日 に現 地 を確認 した とこ ろ、一般個 人住 宅（ 庭）として 利用 され て おり、

始末書 が添 付さ れ ていま す。  

申請地 は 、第 １種 農地で ある ため 、原則と して 許可 は できま せん が 、既 存施設 の  

１ ／２ 以 内 の拡 張 で あり 、 農 地転 用 の 制限 の 例 外基 準 を 満た す も のと 考 え ます 。 

 

２番の 案件  

位置図 は１ ２ペ ー ジにな りま す。  

申請地 は、 志津 野 転作促 進技 術研 修 センタ ーか ら北 東 に４０ ０ｍ に位 置 する、  

登記地 目  田  現 況地目  畑  ５ ５ ０㎡。  

農地の 区分 は 、関 農業振 興地 域整 備 計画区 域内 の農 地 のため 、農振 農用 地とな り

ます。  

転用の 目的 は、 土 壌改良 の一 時転 用 でござ いま す。  

一時転 用に つき ま しては 、土壌 改良 や農地 嵩上 げな ど により 、農地 性を 一時的 に



 

 

失うた めの 許可 に なりま す。  

許可期 間終 了後 は 、農地 とし て利 用 するも のに なり ま す。  

使用貸 人は 、使 用 借人の 要望 に応 え るとい うも の。  

使用借 人は 、自社 農場の 作業 が必 要 となる ため 、申請 地を土 壌改 良し 、利用し た

いとい うも ので ご ざいま す。  

７月１ ２日 に現 地 を確認 した とこ ろ 、土 壌改 良の 作業 が実施 され てお り 、始 末書

が添付 され てい ま す。  

申請地 は 、農 振農 用地で ある ため 、原則不 許可 であ り ますが 、一時 転用 である た

め、農 地転 用の 制 限の例 外基 準を 満 たすも のと 考え ま す。  

現在 、申 請地 周辺 の農地 は 、使 用借 人より 土壌 改良 の 一時転 用が 提出 さ れ、畑地

として 利用 され て います 。  

今回の 申請 によ り 、周 辺の 畑地 と同 様、田を 畑と して 利用出 来る よう 、土壌改 良

を行う とい うも の です。  

 

３番の 案件  

位置図 は１ ３ペ ー ジにな りま す。  

申請地 は、 雲雀 公 園の南 西１ ５０ ｍ に位置 する 、  

登記・ 現況 地目  田  ２ 筆  ９９ ６ ㎡。  

用途地 域に ある 農 地のた め、 第３ 種 農地と 考え ます 。  

転用の 目的 は、 分 譲住宅  （ ５区 画 ５棟） でご ざい ま す。  

譲渡人 は、 譲受 人 の要望 に応 える と いうも の。  

譲受人 は 、近 隣に 住宅及 び公 共施 設 等あり 、建売 分譲 地に適 して いる 為 、こ の土

地を購 入し て建 売 分譲し たい とい う もので ござ いま す 。  

７月１ ２日 に現 地 を確認 した とこ ろ 、農地 性あ りと 確 認して おり ます 。  

申請地 は、 第３ 種 農地で ある ため 、 転用は やむ を得 な いもの と考 えま す 。  

 

４番の 案件  

議案は ６ペ ージ 、 位置図 は１ ４ペ ー ジにな りま す。  

申請地 は、 稲口 公 民セン ター から 北 東に３ ８０ ｍに 位 置する 、  

登記地 目  田  現 況地目  雑 種地  ２２０ ㎡。  

農地の 区分 は、住 宅、事 業施 設、公 共・公 益的 施設 等 が連た んし てい る 区域に 近

接する 、１ ０ｈ ａ 未満の 農地 の区 域 内であ る為 、第 ２ 種農地 と考 えま す 。  

転用の 目的 は、 建 築条件 付宅 地分 譲  （１ 区画 ）で ご ざいま す。  

譲渡人 は、 譲受 人 の要望 に応 える と いうも の。  

譲受人 は 、住 宅化 が進ん でい る申 請 地を建 築条 件付 き 分譲住 宅敷 地と し て利用 し

たい  とい うも の でござ いま す。  

７月１ ２日 に現 地 を確認 した とこ ろ 、雑 種地 とし て利 用され てお り 、始 末書が 添

付され てい ます 。  

申請地 は 、第 ２種 農地で ある ため 、代替地 性に つい て 検討し た結 果 、他 に事業 の

目的を 達成 する こ とが出 来る 土地 が ないた め 、転 用は やむを 得な いも の と考え ま

す。  

 

５番の 案件  

位置図 は１ ５ペ ー ジにな りま す。  

申請地 は、 笠屋 公 園から 西に ５０ ｍ に位置 する 、  

登記・ 現況 地目  田  １ ７９ ㎡。  

農地の 区分 は、 用 途地域 にあ る農 地 のため 、第 ３種 農 地と考 えま す。  

転用の 目的 は、 一 般個人 住宅 でご ざ います 。  

使用貸 人は 、営 農 が困難 な為 、使 用 借人の 要望 に応 諾 すると いう もの 。  

使用借 人は 、現在 アパー ト住 まい で あるが 、手狭 にな ったた め 、住 宅を 建築し た



いとい うも ので ご ざいま す。  

７月１ ２日 に現 地 を確認 した とこ ろ 、農地 性あ りと 確 認して おり ます 。  

申請地 は、 第３ 種 農地で ある ため 、 転用は やむ を得 な いもの と考 えま す 。  

 

６番の 案件  

位置図 は１ ６ペ ー ジにな りま す。  

申請地 は 、国 道２ ４８号 関バ イパ ス 線  倉 知西 交差 点 から南 に１ ５０ ｍ に位置 す

る、  

登記・ 現況 地目  田  １ ０９ ５㎡ 。  

農地の 区分 は、 用 途地域 にあ る農 地 のため 、第 ３種 農 地と考 えま す。  

転用の 目的 は、 貸 資材置 場・ 貸駐 車 場でご ざい ます 。  

譲渡人 は 、相 続に より申 請地 を取 得 したが 、耕作 が困 難にな った ため 、売却し た

いとい うも の。  

譲受人 は 、申 請地 を、市内 の建 設工 事会社 に工 事用 資 材の保 管場 所及 び 駐車場 と

して、 有償 で貸 し 出した いと いう も のでご ざい ます 。  

７月１ ２日 に現 地 を確認 した とこ ろ 、農地 性あ りと 確 認して おり ます 。  

申請地 は、 第３ 種 農地で ある ため 、 転用は やむ を得 な いもの と考 えま す 。  

 

７番の 案件  

議案は ７ペ ージ 、 位置図 は１ ７ペ ー ジにな りま す。  

申請地 は、 関ノ 上 東公民 セン ター か ら西に ５０ ｍに 位 置する 、  

登記・ 現況 地目  畑  ９ １３ ㎡。  

農地の 区分 は、 用 途地域 にあ る農 地 のため 、第 ３種 農 地と考 えま す。  

転用の 目的 は、 太 陽光発 電施 設で ご ざいま す。  

譲渡人 は、 農地 の 維持管 理が 困難 に なった とい うも の 。  

譲受人 は 、本 申請 地で太 陽光 発電 用 地とし て利 用し た いとい うも ので ご ざいま す 。 

７月１ ２日 に現 地 を確認 した とこ ろ 、農地 性あ りと 確 認して おり ます 。  

申請地 は、 第３ 種 農地で ある ため 、 転用は やむ を得 な いもの と考 えま す 。  

 

８番の 案件  

位置図 は１ ８ペ ー ジにな りま す。  

申請地 は、 水ノ 輪 公園か ら北 西に ２ ２０ｍ に位 置す る 、  

登記地 目  畑  現 況地目  原 野  ９ ２５㎡ 。  

農地の 区分 は、住 宅、事 業施 設、公 共・公 益的 施設 等 が連た んし てい る 区 域に 近

接する 、１ ０ｈ ａ 未満の 農地 の区 域 内であ る為 、第 ２ 種農地 と考 えま す 。  

転用の 目的 は、 建 築条件 付宅 地分 譲  （３ 区画 ）で ご ざいま す。  

譲渡人 は、 農地 の 維持管 理が 困難 に なった とい うも の 。  

譲受人 は 、本 申請 地を買 い受 け 、建 築条件 付き 宅地 分 譲地と した いと い うもの で

ござい ます 。  

７月１ ２日 に現 地 を確認 した とこ ろ 、農地 性あ りと 確 認して おり ます 。  

申請地 は 、第 ２種 農地で ある ため 、代替地 性に つい て 検討し た結 果 、他 に事業 の

目的を 達成 する こ とが出 来る 土地 が ないた め 、転 用は やむを 得な いも の と考え ま

す。  

 

９番の 案件  

位置図 は、 １９ ペ ージに なり ます 。  

申請地 は、 新竹 之 内集会 場か ら東 に ３００ ｍに 位置 す る、  

登記・ 現況 地目  田  ３ 筆  ６４ ４ ㎡。  

農地の 区分 は、住 宅、事 業施 設、公 共・公 益的 施設 等 が連た んし てい る 区域に 近

接する 、１ ０ｈ ａ 未満の 農地 の区 域 内であ る為 、第 ２ 種農地 と考 えま す 。  



 

 

転用の 目的 は、 一 般個人 住宅 でご ざ います 。  

譲渡人 は、 本申 請 地を維 持管 理が 困 難にな った とい う もの。  

譲受人 は 、現 在の 住まい が手 狭に な ったた め 、本 申請 地で自 己用 住宅 を 建築し た

いとい うも ので ご ざいま す。  

７月１ ２日 に現 地 を確認 した とこ ろ 、農地 性あ りと 確 認して おり ます 。  

申請地 は 、第 ２種 農地で ある ため 、代替地 性に つい て 検討し た結 果 、他 に事業 の

目的を 達成 する こ とが出 来る 土地 が ないた め 、転 用は やむを 得な いも の と考え ま

す。  

 

１０番 の案 件  

議案は ８ペ ージ 、 位置図 は２ ０ペ ー ジにな りま す。  

申請地 は、 関警 察 署から 北に ２５ ０ ｍに位 置す る、  

登記地 目  田  現 況地目  雑 種地  ２筆  ４７ ２㎡ 。  

農地の 区分 は、 用 途地域 にあ る農 地 のため 、第 ３種 農 地と考 えま す。  

転用の 目的 は、 建 築工事 施工 業駐 車 場でご ざい ます 。  

譲渡人 は、 譲受 人 の要 望 に応 える と いうも の。  

譲 受人 は 、 申請 地 の 近隣 で 事 業を 行 っ てお り 、 従業 員 駐 車場 が 不 足し て い る為 、

本申請 地を 従業 員 駐車場 とし て利 用 したい とい うも の でござ いま す。  

７月１ ２日 に現 地 を確認 した とこ ろ 、雑 種地 とな って おり 、始 末書 が添 付され て

います 。  

申請地 は、 第３ 種 農地で ある ため 、 転用は やむ を得 な いもの と考 えま す 。  

 

１１番 の案 件  

位置図 は２ １ペ ー ジにな りま す。  

申請地 は、 池尻 西 集会所 から 南東 に ２００ ｍに 位置 す る、  

登記・ 現況 地目  田  ２ １８ ㎡。  

農地の 区分 は 、概 ね１０ ｈａ 以上 の 一団の 農地 区域 内 の農地 であ るた め 、第 １種

農地と 考え ます 。  

転用の 目的 は、 一 般個人 住宅 （農 業 用兼自 家用 倉庫 ・ 駐車場 ）で ござ い ます。  

譲渡人 は、 譲受 人 の要望 に応 える と いうも の。  

譲受人 は 、住 居が 手狭に なっ たた め 、申 請地 を 、農 機 具兼自 家用 倉庫 用 敷地と 駐

車場と して 利用 し たいと いう もの で ござい ます 。  

７月１ ２日 に現 地 を確認 した とこ ろ 、農地 性あ りと 確 認して おり ます 。  

申請地 は 、第 １種 農地で ある ため 、原則と して 許可 は できま せん が 、集 落に接 続

してお り、 農地 転 用の制 限の 例外 基 準を満 たす もの と 考えま す。  

 

１２番 の案 件  

位置図 は２ ２ペ ー ジにな りま す。  

申請地 は、 市立 西 部保育 園か ら南 東 に１２ ０ｍ に位 置 する、  

登記・ 現況 地目  畑  ３ ８㎡ 。  

農地の 区分 は 、水 道管 、下 水道 管が 整備さ れた 道路 の 沿道で 、申請 地か ら概ね ５

００ｍ 以内 に２ つ の医療 施設 があ る ため、 第３ 種農 地 と考え ます 。  

転用の 目的 は、 自 宅への 進入 路で ご ざいま す。  

譲渡人 は、 譲受 人 の要望 に応 える と いうも の。  

譲受人 は 、申 請地 の隣地 に居 住し て おり 、現 在は 自宅 への進 入路 が狭 い ため 、進

入路を 拡張 した い という もの でご ざ います 。  

７月１ ２日 に現 地 を確認 した とこ ろ 、農地 性あ りと 確 認して おり ます 。  

申請地 は、 第３ 種 農地で あ る ため 、 転用は やむ を得 な いもの と考 えま す 。  

 

１３番 の案 件  



議案は ９ペ ージ 、 位置図 は２ ３ペ ー ジにな りま す。  

申請地 は、 関市 武 儀事務 所か ら南 西 に３０ ０ｍ に位 置 する、  

登記・ 現況 地目  田  ２ 筆  ９９ ０ ㎡。  

農地の 区分 は 、関 市武儀 事務 所か ら おおむ ね３ ００ ｍ 以内に ある 農地 で あるた め 、

第３種 農地 と考 え ます。  

転用の 目的 は、 太 陽光発 電施 設で ご ざいま す。  

譲渡人 は、 譲受 人 の要望 に応 える と いうも の。  

譲受人 は、 本申 請 地を太 陽光 発電 施 設用地 とし たい と いうも ので ござ い ます。  

７月１ ２日 に現 地 を確認 した とこ ろ 、農地 性あ りと 確 認して おり ます 。  

申請地 は、 第３ 種 農地で ある ため 、 転用は やむ を得 な いもの と考 えま す 。  

 

以上、 １３ 件に つ いて、 ご審 議お 願 いしま す。  

 

〇議長 （丹 羽  英 治  君 ）  

事務局 の説 明が 終 わりま した 。  

続きま して 、各 地 域の担 当委 員、 補 足説明 があ りま し たら、 ご発 言お 願 いいた

します 。１ 番の 案 件につ きま して 、 河村委 員、 ござ い ますか 。  

 

〇２番 （河 村  清 孝  君 ）  

特にご ざい ませ ん 。  

 

〇議長 （丹 羽  英 治  君 ）  

ありが とう ござ い ました 。２ 番の 案 件につ きま して 、 私の担 当地 区に な ります

が、特 にご ざい ま せん。  

３番、 ４番 、５ 番 の案件 につ きま し て、吉 田委 員、 ご ざいま すか 。  

 

〇４番 （吉 田  忠 男  君 ）  

この箇 所に つい て は、転 用は やむ を 得ない かな と思 い ます。  

 

〇議長 （丹 羽  英 治  君 ）  

ありが とう ござ い ました 。  

６番の 案件 につ き まして 、後 藤  信 一委員 、ご ざい ま すか。  

 

〇８番 （後 藤  信 一  君 ）  

農地の 用排 水に 対 する影 響で すが 、 西側は 川が 流れ て おり、 南側 は用 水 路があ

り、北 側は 高台 の 住宅に なっ てお り ます。 用排 水に は 影響は あり ませ ん 。転用

は止む 無し かと 思 われま す。 以上 で す。  

 

〇議長 （丹 羽  英 治  君 ）  

ありが とう ござ い ました 。  

７番、 ８番 、９ 番 の案件 につ きま し て、尾 口委 員、 ご ざいま すか 。  

 

〇９番 （尾 口  文 良  君 ）   

特にご ざい ませ ん 。  

 

〇議長 （丹 羽  英 治  君 ）     

ありが とう ござ い ました 。１ ０番 の 案件に つき まし て 、松永 委員 、ご ざ います

か。  

 

〇１０ 番（ 松永  佳己  君）  



 

 

ござい ませ ん。  

 

〇議長 （丹 羽  英 治  君 ）  

ありが とう ござ い ました 。  

１１番 の案 件に つ きまし て、 後藤  一夫委 員、 ござ い ますか 。  

 

〇１２ 番  （後 藤  一夫  君 ）  

問題あ りま せん 。  

 

〇議長 （丹 羽  英 治  君 ）  

ありが とう ござ い ました 。  

１２番 の案 件に つ いて、 亀山 委員 、 ござい ます か。  

 

〇１３ 番（ 亀山  良平  君）  

問題あ りま せん 。  

 

〇議長 （丹 羽  英 治  君 ）  

ありが とう ござ い ました 。１ ３番 の 案件に つい て、 池 田委員 、ご ざい ま すか。  

 

〇１５ 番（ 池田  政𠮷  君）  

初めて です ので 、 隣の家 の人 とも 話 してみ たん です 。 田の裏 に住 んで み える方

は、業 者が 書類 を 持って きた ので 、 不満が ない こと は ないら しい そう で す。景

色がい いの で、 ２ ０年ほ ど前 に移 住 してき たそ うで す 。直接 、○ ○さ ん とは話

はして いな いそ う ですが 、○ ○の 業 者から 打診 があ り 、それ なら やろ う という

ことで 話が 進ん で いった そう です が 、日照 権と か問 題 はない でし ょう し 、用水

にも変 化は ない よ うです 。  

 

〇議長 （丹 羽  英 治  君 ）  

事務局 、現 場を 見 られた 状況 で、 今 の意見 に何 かあ り ますか 。  

 

〇１５ 番（ 池田  政𠮷  君）  

おそら く、 日照 権 に 問題 がな けれ ば 承認し てい いと 思 うので すが 、ど う でしょ

う。  

 

〇農業 委員 会事 務 局課長 補佐 （山 田  牧広  君 ）  

こちら は隣 地承 諾 書が添 付さ れて い ますの で、 隣地 の 同意は 得ら れて い ます。  

 

〇１５ 番（ 池田  政𠮷  君）  

○○さ んと いう 方 の承諾 が得 られ て いると いう こと で しょう か。  

 

〇農業 委員 会事 務 局課長 補佐 （山 田  牧広  君 ）  

申請地 の北 側と 南 側の方 から 隣地 承 諾をい ただ いて お りまし て、 ○○ さ んとい

う方は お見 えに な らない です ね。  

 

〇１５ 番（ 池田  政𠮷  君）  

道路を 挟ん で、 住 宅を建 てら れて い る方な ので すが 。  

 

〇農業 委員 会事 務 局課長 補佐 （山 田  牧広  君 ）  

隣地承 諾は 、道 路 をまた いだ 状態 で すと、 同意 は必 要 ないと いう こと で 、求め

ており ませ ん。  



 

〇１５ 番（ 池田  政𠮷  君）  

景観が 損な われ る という こと で、 申 請が却 下さ れる と いうこ とは ない ん でしょ

うか。  

 

〇農業 委員 会事 務 局課長 補佐 （山 田  牧広  君 ）  

農地法 につ いて は 、景観 など の内 容 は審査 の対 象に な ってい ない とい う ことが

現状に なり ます 。  

 

〇１５ 番（ 池田  政𠮷  君）  

申請が あれ ばや む を得な いと いう こ とでし ょう か。  

 

〇農業 委員 会事 務 局課長 補佐 （山 田  牧広  君 ）  

景観等 につ いて は 、申請 がで きな い ので、 お願 いい た します 。  

 

〇議長 （丹 羽  英 治  君 ）    

これよ り質 疑を 行 います 。  

質疑の ある 方は ご ざいま せん か。 安 田さん どう ぞ。  

 

〇１番 （安 田  美 雄  君 ）   

５条の 関係 です が 、今年 から 申請 書 の写し は今 年か ら 配布し ない こと に なった

のでし ょう か。 と いいま すの も、 ５ 番です が、 私の 担 当なの です が、 今 回申請

書をい ただ いて お りませ んで した の で、配 布を しな い ことに した のか と 思った

のです が。  

 

〇農業 委員 会事 務 局課長 補佐 （山 田  牧広  君 ）  

担当地 区に つい て 、今年 から エリ ア の見直 しを させ て いただ いた ので 、 若干の

変更が あり ます 。  

 

〇１番 （安 田  美 雄  君 ）   

分かり まし た。  

 

〇議長 （丹 羽  英 治  君 ）    

質疑も ない よう で すので 、こ れよ り 議案第 ３号 につ い て、番 号ご とに 採 決いた

します 。  

１番に つい て、 原 案のと おり 岐阜 県 知事に 進達 する こ とに、  

賛成の 方は 挙手 願 います 。  

 

全会一 致と 認め ま す。  

よって 、議 案第 ３ 号 １番 は、 岐阜 県 知事に 進達 する こ とに決 しま した 。  

 

２番に つい て、 原 案のと おり 岐阜 県 知事に 進達 する こ とに、  

賛成の 方は 挙手 願 います 。  

 

全会一 致と 認め ま す。  

よって 、議 案第 ３ 号 ２番 は、 岐阜 県 知事に 進達 する こ とに決 しま した 。  

 

３番に つい て、 原 案のと おり 岐阜 県 知事に 進達 する こ とに、  

賛成の 方は 挙手 願 います 。  

 



 

 

全会一 致と 認め ま す。  

よって 、議 案第 ３ 号 ３番 は、 岐阜 県 知事に 進達 する こ とに決 しま した 。  

 

４番に つい て、 原 案のと おり 岐阜 県 知事に 進達 する こ とに、  

賛成の 方は 挙手 願 います 。  

   

全会一 致と 認め ま す。  

よって 、議 案第 ３ 号 ４番 は、 岐阜 県 知事に 進達 する こ とに決 しま した 。  

 

５番に つい て、 原 案のと おり 岐阜 県 知事に 進達 する こ とに、  

賛成の 方は 挙手 願 います 。  

   

全会一 致と 認め ま す。  

よって 、議 案第 ３ 号 ５番 は、 岐阜 県 知事に 進達 する こ とに決 しま した 。  

 

〇１３ 番（ 亀山  良平  君）  

６番は 、利 害関 係 があり ます ので 、 退席い たし ます 。  

 

〇議長 （丹 羽  英 治  君 ）  

６番に つい て、 原 案のと おり 岐阜 県 知事に 進達 する こ とに、  

賛成の 方は 挙手 願 います 。  

     

全会一 致と 認め ま す。  

よって 、議 案第 ３ 号 ６番 は、 岐阜 県 知事に 進達 する こ とに決 しま した 。  

 

７番に つい て、 原 案のと おり 岐阜 県 知事に 進達 する こ とに、  

賛成の 方は 挙手 願 います 。  

         

賛成多 数と 認め ま す。  

よって 、議 案第 ３ 号 ７番 は、 岐阜 県 知事に 進達 する こ とに決 しま した 。  

 

８番に つい て、 原 案のと おり 岐阜 県 知事に 進達 する こ とに、  

賛成の 方は 挙手 願 います 。  

    

全会一 致と 認め ま す。  

よって 、議 案第 ３ 号 ８番 は、 岐阜 県 知事に 進達 する こ とに決 しま した 。  

 

９番に つい て、 原 案のと おり 岐阜 県 知事に 進達 する こ とに、  

賛成の 方は 挙手 願 います 。  

      

全会一 致と 認め ま す。  

よって 、議 案第 ３ 号 ９番 は、 岐阜 県 知事に 進達 する こ とに決 しま した 。  

 

１０番 につ いて 、 原案の とお り岐 阜 県知事 に進 達 す る ことに 、  

賛成の 方は 挙手 願 います 。  

        

全会一 致と 認め ま す。  

よって 、議 案第 ３ 号 １０ 番は 、岐 阜 県知事 に進 達 す る ことに 決し まし た 。  

 

１１番 につ いて 、 原案の とお り岐 阜 県知事 に進 達 す る ことに 、  



賛成の 方は 挙手 願 います 。  

      

全会一 致と 認め ま す。  

よって 、議 案第 ３ 号 １１ 番は 、岐 阜 県知事 に進 達 す る ことに 決し まし た 。  

 

１２番 につ いて 、 原案の とお り岐 阜 県知事 に進 達 す る ことに 、  

賛成の 方は 挙手 願 います 。  

       

全会一 致と 認め ま す。  

よって 、議 案第 ３ 号 １２ 番は 、岐 阜 県知事 に進 達 す る ことに 決し まし た 。  

 

１３番 につ いて 、 原案の とお り岐 阜 県知事 に進 達 す る ことに 、  

賛成の 方は 挙手 願 います 。  

      

賛成多 数と 認め ま す。  

よって 、議 案第 ３ 号 １３ 番は 、岐 阜 県知事 に進 達 す る ことに 決し まし た 。  

 

続きま して 、議 案 第４号  農 地の 買 受適格 証明 に対 す る意見 につ いて  を議題

としま す。 事務 局 の説明 を求 めま す 。  

 

○農業 委員 会事 務 局課長 補佐 （山 田  牧広  君 ）    

国税徴 収法 第９ ５ 条第１ 項第 ７号 に 基づき 、下記 農地 の買受 適格 証明 願 いがあ っ

たので 、意 見を 求 めると いう もの で す。  

議案は １０ ペー ジ になり ます 。  

買受適 格証 明と は 、農 地等 の競 売又 は公売 に参 加し よ うとす る方 が 、農 地を取 得

するに あた り、 適 格者で ある とい う 証明に なり ます 。  

１番の 案件   

位置図 は、 ２４ ペ ージに なり ます 。  

申請地 は、 東田 原 公民館 から 南東 に ３００ ｍほ どに 位 置する 、  

登記・ 現況 地目  田  ３ 筆  ３， １ ４６㎡ 。  

申請人 は 、公 売物 件であ る申 請地 を 買い受 け 、農 業の 経営拡 大を した い という も

のです 。  

令和５ 年９ 月５ 日 から９ 月１ ２日 ま での間 に行 われ る 公売に 参加 した い ため、  

農地法 第３ 条の 適 格証明 書の 交付 を 求める もの です 。  

申請地 は 、７ 月１ ２ 日に現 地確 認を し たとこ ろ 、田 であ る ことを 確認 して い ます 。 

申請者 は 、現 在も すでに 複数 の農 地 を所有 、営農 され ており 、資金 面で も問題 が

ないた め、 買受 適 格者に 該当 する 者 である と考 えま す 。  

以 上、 買 受 適格 証 明 願に 対 す る意 見 に つき ま し て、 ご 審 議を お 願 いい た し ます 。 

 

〇議長 （丹 羽  英 治  君 ）   

これよ り質 疑を 行 います 。質 疑の あ る方は ござ いま せ んか。  

   

質疑も ない よう で すので 、こ れよ り 採決し ます 。  

議案第 ４号 につ い て、原 案の とお り 、承認 する こと に 賛成の 方は 、挙 手 願いま

す。  

 

賛成多 数と 認め ま す。  

よって 、議 案第 ４ 号は、 原案 のと お り承認 する こと に 決しま した 。  

 

〇議長 （丹 羽  英 治  君 ）   



 

 

議案第 ５号  

農用地 利用 集積 計 画の承 認に つい て  を議 題と しま す 。  

事務局 の説 明を 求 めます 。  

ここで 、１ ９番  田下委 員は 、退 席 願いま す。  

 

○農業 委員 会事 務 局課長 補佐 （山 田  牧広  君 ）    

農用地 利用 集積 計 画の承 認を 求め ら れたの で、 意見 を 求める とい うも の です。  

議案は 、１ １ペ ー ジから １４ ペー ジ になり ます 。  

農用地 利用 集積 計 画につ きま して は 、農 業経 営基 盤強 化促進 法に 基づ い て、農地

の賃貸 借権 や使 用 貸借権 など の、 利 用権の 設定 を行 う という もの です 。  

賃貸借 権設 定の 設 定に関 する もの に ついて 、  

新規が ２筆  ２ ， ４９２ ㎡、 更新 が ３７筆  ４ ６， ２ ０３㎡ 。  

使用貸 借権 設定 に 関する もの につ い て、更 新が ６筆  ７，０ ０６ ㎡。  

合計４ ５筆  ５ ５ ，７０ １㎡ でご ざ います 。  

地区は 、武 芸川 の ６地区 です 。  

権利の 設定 を受 け る者は 、む げが わ 農産  他で ござ い ます。  

農業経 営基 盤強 化 促進法 第１ ８条 第 ３項の 各要 件を 満 たして いる と考 え ます。  

ご審議 をお 願い い たしま す。  

 

〇議長 （丹 羽  英 治  君 ）  

この件 につ いて 、 田下委 員は ご退 席 をしま すの で、 お 願いい たし ます 。   

これよ り質 疑を 行 います 。質 疑の あ る方は ござ いま せ んか。  

 

質疑も ない よう で すので 、こ れよ り 採決し ます 。  

議案第 ５号 につ い て、原 案の とお り 、承認 する こと に 賛成の 方は 、挙 手 願いま

す。  

 

全会一 致と 認め ま す。  

よって 、議 案第 ５ 号は、 原案 のと お り承認 する こと に 決しま した 。  

 

〇議長 （丹 羽  英 治  君 ）   

報告第 １号  荒 廃 農地調 査に 伴う 農 地・非 農地 の判 断 につい て  を議 題 としま

す。事 務局 の説 明 を求め ます 。  

 

○農業 委員 会事 務 局課長 補佐 （山 田  牧広  君 ）    

議案は １５ ペー ジ になり ます 。  

農地に 雑木 等が 生 え、山林 化さ れた 土地に おい て 、農 地台帳 から 削除 す る  と い

うもの でご ざい ま す。  

現地確 認し たと こ ろ、対象 地の 周囲 は山林 で 、対 象地 も山林 化し てお り 、農 地復

元が非 常に 困難 で あるた め、 非農 地 として 判断 した も のです 。  

地区は 、中 之保 地 区  ４ 筆で す。  

以上、 １件 を報 告 させて いた だき ま す。  

 

〇議長 （丹 羽  英 治  君 ）    

報告第 １号 につ き まして は、 事務 局 の報告 のと おり で す。  

以上を もち まし て 、本日 の議 案の 審 議はす べて 終了 い たしま した 。  

 

午前１０時３０分閉会 
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